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選挙権年齢や成人年齢の引き下げに伴い、若い世代が地域社会への理解を深め、社会や

政治に参画する力を育み、主権者意識を醸造することが求められています。その一方で、

地方議会議員選挙における投票率の低下や無投票当選の増加の傾向が全国的に高まってい

るという現状があり、このことは、住民自治の根幹に関わる深刻な問題といえます。 

このような社会的課題に対して、開成町議会において学生及び生徒に対するインターン

シップを実施することにより、議会における就業体験や議員との意見交換等を通じて、自

らの職業意識や主権者意識を向上させるとともに、学生及び生徒の議会及び議員活動に対

する関心や理解を深め、主体的に地域社会や政治に関わる姿勢を身に付けます。 

 また、議会及び議員並びに議会事務局としても、新たな視点から意見や疑問を学生及び

生徒から受けることにより、これまでの活動や取組を再考・改善し、よりよい町運営に活

かしていくことができる契機となります。 

 以上のことから、開成町議会において学生及び生徒に対するインターンシップを実施す

ることとします。 

 

（要綱の目的） 

第１条 この要綱は、開成町議会（以下「議会」という。）が行うインターンシップに関す

る基本的事項について定める。 

（インターンシップの目的） 

第２条 議会が行うインターンシップは、学生及び生徒に対して議会における就業体験の

機会を与えることにより、学生及び生徒の就業意識の向上並びに議会及び町政に対する

理解を深めることを目的とする。 

（インターンシップの対象者） 

第３条 インターンシップの対象者は、学校教育法（昭和 22年法律第 26号）に規定する

大学（大学院及び短期大学を含む。）、高等専門学校、専門学校及び高等学校（中等教育

学校の後期課程を含む。）の学生及び生徒（以下「学生等」という。）とする。 

 （インターンシップの内容） 

第４条 インターンシップの実習（以下「実習」という。）においては、議会本会議及び議

会運営委員会その他の委員会について開成町議会事務局（以下「事務局」という。）が担

う事務に学生等が携わることを主な内容とし、詳細については別に定める。 

（インターンシップの受入手続等） 

第５条 議会におけるインターンシップへの参加を希望する学生等は、開成町議会議長（以

下「議長」という。）に対して、実習の申込みを行うものとする。 

２ 前項に定める場合のほか、別に定める推薦書を第３条に定める学校が提出することに

より、実習の申込みを行うことができる。 

３ 議長は、第１項の規定により学生等から実習の申込みがあったときは、議会における



業務執行に支障がないことに留意して、実習を受ける学生等を選考し、受入れの可否を

学生等に通知する。 

４ 議長は、第２項の規定により学校から実習の申込みがあったときは、議会における業

務執行に支障がないことに留意して、当該推薦により実習を受ける学生等を選考し、受

入れの可否を学校に通知する。 

（報酬等） 

第６条 議会及び開成町は、実習の受入れを決定した学生等（以下「実習生」という。）に

対して、賃金、報酬、手当、旅費及びその他一切の金品を支給しない。 

（実習生の服務） 

第７条 実習生に対しては、開成町職員としての身分を付与しないものとする。 

２ 実習生は事務局職員の指示に従い、実習時間中は実習に専念しなければならない。 

３ 実習生は、実習期間中は、事務局職員が遵守すべき法令、条例等を遵守しなければな

らない。 

４ 実習生は、議会及び開成町の職務の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはな

らない。 

５ 実習生は、実習上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、実習終了後も同様とす

る。 

（外部への発表等） 

第８条 実習生は、実習の成果として論文等を外部へ発表する等の場合には、事前に議長

の承認を得るものとする。 

（実習中における事故責任等） 

第９条 実習生は、実習期間中の事故等に備えて、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、

実習中における事故に関しては、実習生は自らの責任において対応しなければならない。 

２ 実習生が、故意又は過失により議会又は開成町に損害を与えたときは、実習生は、議

会又は開成町に対しその損害を賠償しなければならない。 

３ 実習生が第三者に与えた損害に関しては、議会及び開成町は一切の責任を負わない。 

（災害補償等） 

第 10 条 実習生の議会における実習期間中及び実習先と自宅との往復行為の途上におけ

る災害、事故等によって生じた災害補償等について、議会及び開成町はその責任を負わ

ない。 

（実習生の提出書類等） 

第 11条 実習生は、この要綱の規定を遵守すること等を誓約するため、議長に対して誓約

書を提出しなければならない。 

２ 実習生は、議長に対して傷害保険の加入を証明する書類の写し及び賠償責任保険の加

入を証明する書類の写しを提出しなければならない。 

３ 実習生は、実習において課題の提出や意見の発表を積極的に行うとともに、議長から

インターンシップの感想等について求めがあったときは、これに応じるものとする。 

（実習の中止又は変更） 

第 12条 議長は、実習生がこの要綱の規定に違反する行為を行ったときは、当該実習生の

実習を中止することができる。 



２ 議長は、台風等の天候不順や天災等の発生により実習の実施が困難となるおそれがあ

ると判断したときは、実習を中止し、又は変更することができる。この場合、議長は、

速やかに実習生にその旨を通知するものとする。 

（その他別に定める事項） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、議会が行うインターンシップに関して必要な事

項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月 18日から施行する。 


